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発表概要 

四国地方整備局では、東日本大震災による被害に対し、総合対策

本部を設置し、被災地への支援、各種影響に関する情報の収集・分

析を行っております。 

現在の活動内容とあわせてこれまでの対応状況を取りまとめま

したものを発表いたします。 

 
 
※ 本資料は、以下ＵＲＬでも掲載しています。 

http://www.skr.mlit.go.jp/kikaku/tohokujishin_taiou/index.html 
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 四国地方整備局   企画課長    井坪 慎二 

           企画課長補佐  村田 啓之 

  TEL ０８７－８１１－８４８８（本部直通） 

    FAX ０８７－８１１－８４１０（本部直通） 
 

  
 

記者発表

日  時

平成２３年５月１７日

   ９時３０分 

件 名 東日本大震災に対する四国地方整備局の対応状況について

取り扱い 発表をもって解禁 

発 表 先 
高松サンポート合同庁舎記者クラブ 

（高松経済記者クラブ） 

記者発表資料 



東日本大震災に対する四国地方整備局の対応状況

（平成23年５月１７日現在）

【一般被害の概要】
１）地震の状況

震源：三陸沖（牡鹿半島の東南東１３０km付近、深さ２４km）

規模：マグニチュード 9.0＜国内観測史上最大＞ 最大震度７（宮城県栗原市）

人的被害：死者1５,０５７名、行方不明：９,１２１人（5月１５日時点）

※出典：警察庁

建物被害：全壊９０,０４６戸、半壊３６,１００戸、全･半焼260戸（5月１５日時

点）

※出典：警察庁

震度分布（気象庁）

津波観測状況（気象庁）

津波警報の発令状況（3月11日、気象庁）



【四国管内の対応状況】
１）災害対策本部の設置

3月１１日（金）１４時４６分に発生した「東北地方太平洋沖地震」に伴い、四

国地方整備局では、１４時４９分に災害対策本部を設置し、１５時３０分に警戒体

制を、１６時０８分に非常体制を発令しました。

２）各施設等の主な対応状況

・河川の状況

地震発生後、ただちに直轄河川の河口部の樋門の閉鎖等を実施し、津波が去った

後に河川巡視を実施し河川施設に異常が無いことを確認しました。

・道路の状況

地震発生後、ただちに道路被害状況等の収集を行い、津波のおそれのある区間に

おいて、通行止め等を実施しました。別紙ー１

・港湾の状況

港湾管理者に水門、陸閘の閉鎖状況の確認、流出防止状況の確認を指示。津波が

去った後に施設の点検を実施し異常が無いことを確認しました。

３）四国沿岸の津波観測

東北地方太平洋沖地震時における四国沿岸の国土交通省所管の波浪観測施設で捉

えた津波波形の整理と解析を行いました。別紙ー２（詳細については４月１８日記

者発表を参照）

４）四国の河川における津波影響範囲

東北地方太平洋沖地震において四国各地の河川を遡上した津波の高さと遡上範囲

（観測データより推定）を整理しました。別紙ー３（詳細については４月２２日記

者発表を参照）

５）四国内の被害状況（5月１５日警察庁）

徳島県：床上浸水２戸、床下浸水９戸

高知県：軽傷１人、床上浸水５戸、床下浸水１１戸

６）四国地方整備局災害対策本部会議での本部長指示

○本部長指示（第１号） ３月１１日 １７：４０～

1．最新の津波情報の収集に努めるとともに、管内の津波状況の監視警戒を継続

すること。

2．自治体等との情報共有に努めること。

3．本省の指示に基づき、被害の大きい整備局への支援に全力を尽くすこと。

4．職員及びその家族の安全確保に万全を期しつつ、必要な体制の確保に努める

こと。

○本部長指示（第2号） ３月１２日 ９：００～

１．最新の津波情報について、引き続き的確な把握と提供に努めるとともに、管

内の津波状況の監視、警戒を継続すること。

２．自治体等との情報共有に努めること。

３．本省の指示に基づき、甚大な被害が発生した地域へのTec-Force や排水ポ

ンプ車等資機材の派遣などにより、所管施設の応急復旧などの支援に全力を尽

くすこと。



【Ⅰ．被災地への支援】
１）総合対策本部の設置

四国地方整備局では、3月１１日（金）１４時４６分の「東北地方太平洋沖地震」

の発生後ただちに今回の地震への支援対策本部を設置し、被災地域への支援を行い

ました。その後、今回の地震の甚大な被害及びこれに伴う社会的な影響に鑑み総合

的な対策を行うために、3月1４日（月）10:00から支援対策本部を総合対策本部

に移行して対応を行っています。

２）緊急災害対策派遣隊（TEC-FORCE）の派遣

国土交通省では、今回の災害に対し、全国の地方整備局より緊急災害対策派遣隊

（TEC-FORCE）を派遣し支援活動を行っています。５月１２日時点で全国より

延べ約１５，０００人日が活動を行いました。四国地方整備局からは合計１１０人

を派遣し、延べ約１，０００人日の活動を行いました（５月１６日現在）。

（TEC-FORCE各班の具体的な活動内容は四国地方整備局ホームページを参照下

さい。http://www.skr.mlit.go.jp/kikaku/tohokujishin_taiou/tec_force.pdf）

四国地方整備局の派遣者数と主な支援活動

派遣班 人数 主な支援活動

（延べ）

河川班 ９ 宮城県・江合川堤防の亀裂・陥没等の現地調査を実施

（3/12～19） （延長約４０㎞）。

河川被害分析班 １ 直轄海岸の被害状況の調査分析を実施。

（3/24～4/1）

道路班 ９ 東北道・八戸IC～八戸市役所～八戸港および国道４５

（3/12～17） 号の橋梁・路面等の損壊状況調査を実施。

港湾空港班 ３ 久慈港の港湾施設の損壊状況調査を実施。

（3/12～19）

電気班 ７ 被災市町村等と連絡のための衛星通信機器の運転調整。

（3/12～4/26） 旧北上川河口部・門脇水位観測所の現地調査、北上川

河口光ケーブル・鳴瀬川河口光ケーブル調査を実施。

石巻市においてKｕ－SAT設営、北上川電気通信施設

の調査を実施。北上川・運河交流館（石巻市内）にて

電気設備調査及び鳴瀬川ＣＣＴＶ調査を実施。江合川

ＣＣＴＶ、光ケーブル調査を実施。

別途、東北地方整備局本局の業務を補完するためTEC

-FORCEとして派遣。

機械班 ２７ 福島県新地町等において、自衛隊等の夜間救出作業支

（3/12～ ） 援のため照明車等を派遣。その後、宮城県名取市の仙

台空港周辺、亘理町等で排水作業を実施。

別途、東北地方整備局本局の業務を補完するためTEC

-FORCEとして派遣。

東北TEC-FOR ７ 東北地方整備局本局に新たに設置された東北TEC-FO



CE総合司令部 RCE総合司令部においてTEC-FORCEの派遣調整を

（3/19～4/26） 実施。

市町村支援隊 １７ 名取市・亘理町にて情報連絡、調整業務に従事。名取
わた り

（3/22～4/26） 市においては名取市長の依頼により名取市閖上地区の
な と り し ゆりあげ

排水方法について検討。また、東北地整の名取市排水

ポンプ車管理班との情報共有と自衛隊、名取市との連

絡調整を実施。

亘理町においては、陸上自衛隊、消防レスキュー隊の

行方不明者捜索活動の後方支援として浸水箇所の排水

計画を立案し排水作業を実施。また、輸送路の確保の

ため、町道上の破損車両や瓦礫の撤去を実施。

総務班 ２４ 派遣者の移送、物資調達等様々な後方支援

（3/12～ ）

本省派遣班 ６ 情報収集、連絡業務

（3/14～4/9）

合計 １１０

３）災害対策用機械の派遣

国土交通省では、今回の災害に対し、全国の地方整備局より災害対策用機械を派

遣し支援活動を行っています。５月１２日時点で全国より２４３台が出動していま

す。四国地方整備局からは１６台の災害対策用機械が出動しています（５月１６日

現在）。

四国地方整備局からの災害対策用機械の派遣台数（５月１６日現在）

排水ポンプ車 照明車 災害対策 待機支援車 計

本部車

徳島河川国道事務所 ３ ２ ５

香川河川国道事務所 ２ ２ ４

松山河川国道事務所 １ １

大洲河川国道事務所 １ １

高知河川国道事務所 ２ ２

四国技術事務所 １ １ １ ３

計 ９ ５ １ １ １６

＜これまでの主な活動内容＞

・自衛隊等の作業用として照明車を設置。

・石巻市の北上中学校（避難所）に待機支援車を設置し、避難施設の一部として活

用。

・排水ポンプ車を設置（宮城県名取市２箇所、岩沼市５箇所、亘理町５箇所、七ヶ

浜町１箇所、計１３箇所）し、宮城県内の浸水区域の排除作業に従事（１３箇所

の排水を完了）。同時に照明車を派遣し、排水作業を支援。

・照明車1台を宮城県名取市杉ヶ袋地区に設置、湛水区域の排除作業を支援。

・対策本部車、待機支援車を押分排水機場に設置し、現地活動拠点として活用。

（災害対策用機械の派遣箇所については別添資料－１を参照。）



４）災害対策用ヘリの派遣

＜これまでの主な活動内容＞

３月１１日（金）１６時に高松空港出発。

１３日（日）調査開始。福島県全域の被害実態調査実施。

１４日（月）福島県、宮城県被害実態調査を実施。

１６日（水）静岡県東部で発生した地震の実態調査を実施。

２３日（水）高松空港帰着。

５）リエゾンの派遣

西日本ブロックの地方整備局が連携し、３月１４日から国土交通本省防災センタ

ー内にリエゾンセンターを設置。四国地方整備局からも職員を合計６人派遣し、本

省との連絡調整を密にし素早い対応を行うことができる体制を整えました。

６）東北地方整備局への職員の応援派遣

港湾施設の復旧事業を支援するため、四国地方整備局港湾空港部の係長１名を東

北地方整備局へ派遣いたしました。派遣期間は、4月15日より半年間を予定して

います。

【Ⅱ．四国における各種影響に関する情報の収集・分析】
１）学識経験者による津波対策等への提言

①東北地方太平洋沖地震アドバイザリー会議

被災地に対する支援のあり方や、今回の災害を踏まえ、東南海・南海地震対策

の強化すべき点等について、四国内の大学の研究者から助言をいただく場として、

３月１４日（月）に「東北地方太平洋沖地震アドバイザリー会議」を開催し意見

交換を行いました。

②四国建設業ＢＣＰ有識者会議

四国地方整備局では、今回の東北地方太平洋沖地震の発生をうけ、有識者の皆

さんとの意見交換を通じて、今後発生が想定される東南海・南海地震等の地震津

波対策に活用していくため、３月２３日開催の「四国建設業ＢＣＰ等審査会」の

あと、「四国建設業ＢＣＰ有識者会議～東北地方太平洋沖地震の発生をうけて～」

を緊急開催しました。なお、本会議の構成メンバーは「四国における地震・津波

対策アドバイザリー会議」と一部重複しています。

２）国の出先機関等による情報共有

四国にある国の出先機関等の対応状況や四国への影響等について情報共有を図

ることを目的として、各機関の長による緊急会議を３月１７日（木）に開催し、

意見交換を行いました。

＜参加機関＞

四国管区警察局、四国総合通信局、四国財務局、四国厚生支局、中国四国農政

局、四国森林管理局、四国経済産業局、中国四国産業保安監督部四国支部、四

国地方整備局、四国運輸局、四国地方測量部、高松地方気象台、高松海上保安



本部、中国四国環境事務所高松事務所、西日本高速道路(株)四国支社、四国電力

(株)、四国旅客鉄道(株)、西日本電信電話(株)四国事業本部、(株)NTTdocomo

四国支社

３）陸上自衛隊第１４旅団との意見交換

被災地で生活支援・救援活動を行っている陸上自衛隊第１４旅団と打ち合わせ

を行い、陸上自衛隊・整備局の双方の現地の活動状況について情報共有を行いま

した。情報共有結果については、行方不明者捜索を容易にするための排水計画等

に反映します。

４）四国の市町村長からの意見・要望の聴取

３月末から四国地方整備局の事務所長等が、主に徳島県、高知県、愛媛県の沿岸

部の市町村へ直接お伺いし、今回の震災の状況や四国地方整備局の活動状況をご説

明するとともに、今後の安全・安心な地域づくり、まちづくりに向けてのご意見、

ご要望を、各市町村長さんからお聞きする「防災キャラバン」を行っています。５

月１３日時点で四国管内９５市町村のうち７１市町村を訪問しました。いただいた

ご意見、ご要望につきましては、直ちに検討を行い、必要な対応を着実に行ってい

きたいと考えています。

（市町村への防災キャラバン実施状況は別添資料ー２を参照。）

５）「四国国際物流戦略チーム 東日本地域等との物流・流通に関する特別部会」

の開催

四国と東日本地域等との工業製品や農林水産物等の物流・流通が円滑に行われ

るよう、関係機関が連携し、刻々と変化する東日本大震災による社会的影響につい

て情報を共有するとともに、物流・流通に関する課題への対応を図ることを目的と

し、四国国際物流戦略チームに「東日本地域等との物流・流通に関する特別部会」

を設置し、第一回部会を平成23年4月28日10:00より四国地方整備局災害対策室

にて行いました。

【Ⅲ．大学研究機関との連携等による現地調査分析】

１）第一次東日本大震災学術調査団の派遣

（社）土木学会四国支部と四国地方整備局は、四国内の３つの大学（徳島大学、

愛媛大学、高知大学）の研究者による調査団を結成し、東北地方太平洋沖地震・

津波によって甚大な被害を被った東北地方の被災地調査を行いました。

高知大学農学部大年教授を団長として第一次調査団が３月３０日（水）に出発

し、４月２日（土）に帰還しました。仙台平野の沿岸部（仙台空港周辺を含む）

や塩釜港周辺、石巻港周辺における津波の痕跡や被害特性等を調査し、四国にお

ける緊急的な津波対策に反映することとしています。

２）第一次東日本大震災学術調査団の報告会

高知大学農学部大年教授を団長とした先遣調査団および香川大学白木危機管理

研究センター長を団長とする香川大学の調査団の報告会を4月12日に四国地方

整備局災害対策室にて開催しました。

大年教授からは、宮城県沿岸の津波被害の状況について報告を行っていただき

ました。香川大学長谷川教授からは、千葉県浦安駅周辺における液状化による被



害状況・復旧、旭市沿岸における津波被害と避難状況の報告を頂きました。併せ

て、四国地方整備局より派遣したTEC-FORCEの活動状況の報告を行いました。

３）第二次東日本大震災学術調査団の派遣

徳島大学中野教授を団長とした四国内の３つの大学（徳島大学、愛媛大学、高

知大学）による第二次調査団が、４月１６日に出発し、宮城県内において津波の

河川遡上による被害等について調査を行いました。

第二次調査団には四国地方整備局職員から石橋企画部長、松本防災対策官、坂

井広域計画課長補佐の３名が同行いたしました。

４）「地震・津波対策アドバイザリー会議」の開催

四国の行政担当者を対象として、第２次調査団の報告会ならびに、これらの調

査結果等を踏まえた四国の防災力強化に向けた意見交換を、「四国における地震

・津波対策アドバイザリー会議」として５月９日に四国地方整備局災害対策室に

て開催しました。

徳島大学中野教授から、宮城県（仙台市、名取市、亘理町、石巻市）の津波等

の被害状況や津波の遡上高の調査結果等について報告を行っていただきました。

また、四国地方整備局からTEC-FORCEの活動状況等の取り組みの報告を行い

ました。

５）東日本大震災に伴う現地調査団の派遣

東日本大震災の被災状況を調査し、四国の防災力の強化に向けた対策の検討に

資するため、四国地方整備局職員等を５月１２日から現地に派遣しています。５

月３１日までに計９班、５１名を派遣する予定です。

【Ⅳ．建設業界等関係団体との連絡調整】
被災地域の復旧作業支援に向けて、派遣可能な建設機械や操作員、建設資材な

どを把握するための調査を四国管内４県の建設業協会に依頼し、回答を得ている

ところです。

【Ⅴ．その他】
１）所管施設における節電の推進

電力不足に対する政府の方針を受け、四国地方整備局が所管している庁舎、河川、

道路、公園等の施設において、利用者等に対する安全確保に留意しつつ、節電に

努めています。

・高松サンポート合同庁舎内でエレベータ2基の間引き運転を実施。

・四国内の直轄管理の７ダムにてダム堤天照明等管理施設用照明の減灯を実施。

・四国内の直轄管理区間の国道の照明３１１灯を消灯、トンネル内の照明について

は調光（照度を低く）を実施。道路情報板に緊急度の高い情報のみを表示。

・国営讃岐まんのう公園内のビジターセンター等施設照明の約５割を減灯。昇竜の

滝のポンプ稼働の縮小。

※本情報は速報であり、その後、変更の可能性があります。



【参 考】

東日本大震災に対する四国の建設業界の対応状況

（平成23年５月１６日時点）

【Ⅰ．被災地域での災害対策機械の運転・操作】
四国地方整備局では、排水ポンプ車９台、照明車５台、災害対策本部車１台、待機支

援車１台を被災地域へ出動させていますが、これらの災害対策車の運転・操作には四国

内の地元建設業者が従事しています。

これまでに、合計延べ９６社、延べ２９１人（５月１６日時点）の方々が被災地域へ

出動し、宮城県名取市や岩沼市・亘理町・七ヶ浜町において排水作業等に従事していま

す。

【Ⅱ．復旧作業支援に向けた準備】
被災地域の復旧復興に向けて、四国四県の建設業協会の会長会を３月２６日に開催し、

震災被災地に対する支援内容についてとりまとめ、今後も四県の建設業協会が協力し被

災地の復旧復興の支援に積極的にあたることとし、提供できる物資一覧表を取りまとめ

３月３１日付けで被災地に向け提供いたしました。ペットボトルの水、トイレットペー

パー等の救援物資、義援金４５５０万円（四県建設業協会の合計値）については、既に

提供・実施済みです。人材・建設機械等については、いつでも派遣できるよう準備を行

っております。

※本情報は速報であり、その後、変更の可能性があります。
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市町村への防災キャラバン実施状況

１．目的

今回の震災の状況を踏まえ、各市町村の課題を再認識していただくとともに、市町村

長の要望を幅広く把握することを目的とする。

２．実施期間

平成２３年３月２５日～

３．対象市町村

今回の地震で津波警報、大津波警報が発令された市町村を先行的に実施し、その他の

市町村にも順次拡大して実施中である。

４．持参資料

・今回の震災の状況

・東北地方整備局の活動状況

・交通機関の復興復旧状況

・市町村リエゾンの派遣状況

・四国地方整備局の取り組み状況

５．実施状況（平成２３年５月１３日現在）

実施市町村数

徳島県 １９

香川県 ５

愛媛県 １６

高知県 ３１

四国計 ７１

６．現在までの主な意見

・被害想定の早期見直し

・適切な警報発令基準

・広域的な防災訓練の必要性

・安全な避難計画の策定

・確実な支援体制の構築

・建築物耐震化

・緊急輸送路の早期整備

・防波堤の早期整備

・防波堤等の既存施設の安全性検証

・避難路・津波タワー等の整備
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